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【手続補正書】
【提出日】平成20年3月11日(2008.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
(ａ)保存剤として製剤において約０.００１％から約０.０１重量％の間の安定化した過酸
化水素をもたらすのに十分な量の過酸化水素源；
(ｂ)１種以上の眼に適合性の過酸化水素安定化剤；
(ｃ)ヒドロキシプロピルメチルセルロース；および
(ｄ)ナトリウムカルボキシメチルセルロース
を含む、点眼用溶液。
【請求項２】
　ヒドロキシプロピルメチルセルロースの濃度が約０.００５％から約１.０％の間であり
、そしてナトリウムカルボキシルメチルセルロースの濃度が約０.００５％から約１.０％
の間である、請求項１記載の溶液。
【請求項３】
　ヒドロキシプロピルメチルセルロースの濃度が約０.３％であり、そしてナトリウムカ
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ルボキシルメチルセルロースの濃度が約０.２５％である、請求項２記載の溶液。
【請求項４】
　該過酸化水素源が過酸化水素、過ホウ酸ナトリウム、過酸化ナトリウムおよび過酸化尿
素からなる群から選択される、請求項３記載の溶液。
【請求項５】
　該１種以上の過酸化水素安定化剤が、ジエチレントリアミンペンタ(メチレンホスホン
酸)、１－ヒドロキシエチリデン－１,１－ジホスホン酸、およびそれらの生理学的適合可
能な塩からなる群から選択される、請求項４記載の溶液。
【請求項６】
　該安定化剤が１－ヒドロキシエチリデン－１,１－ジホスホン酸である、請求項５記載
の溶液。
【請求項７】
　該安定化剤がジエチレントリアミンペンタ(メチレンホスホン酸)である、請求項５記載
の溶液。
【請求項８】
　該溶液が約０.００２％から約０.２重量％の間の１－ヒドロキシエチリデン－１,１－
ジホスホン酸またはその生理学的適合可能な塩を含む、請求項６記載の溶液。
【請求項９】
　該溶液が約０.００２％から約０.０１２重量％の間のジエチレントリアミンペンタ(メ
チレンホスホン酸)またはその生理学的適合可能な塩を含む、請求項７記載の溶液。
【請求項１０】
　該溶液が約０.０１から１％のヒドロキシプロピルメチルセルロースおよび約０.０１－
１％のナトリウムカルボキシメチルセルロースを含む、請求項３記載の溶液。
【請求項１１】
　さらに張性調節剤および緩衝剤を含む、請求項１記載の水性溶液。
【請求項１２】
　請求項１記載の溶液を充填した点眼容器を含む、医薬組成物。
【請求項１３】
　該点眼容器がポリプロピレンを構成要素とする、請求項１２記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　該点眼容器がポリエチレンを構成要素とする、請求項１２記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　例えばコンタクトレンズ装着者に快適な点眼剤としての、人工涙としての、および／ま
たはドライアイ処置のための眼用組成物の使用であって、該眼用組成物が：
(ａ)保存剤として製剤において約０.００１％から約０.０１重量％の間の安定化した過酸
化水素をもたらすのに十分な量の過酸化水素源；
(ｂ)１種以上の眼に適合性の過酸化水素安定化剤；
(ｃ)ヒドロキシプロピルメチルセルロース；および
(ｄ)ナトリウムカルボキシメチルセルロース
を含むものである、使用。
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